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令和３年度 荒川区教育委員会「教育活動休止日」の設定について 

 

日頃より本区の学校教育の取組に対しまして、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、教育委員会では、荒川区で学び育つすべての子どもたちが、未来を拓きたくましく生きる

ことを目指し、教育活動に取り組んでいるところでございます。 

また、すべての子どもが安心して学べる環境を整えていくためには、教員が子ども一人ひとりを

十分に理解し、寄り添う時間の確保が重要であることから、荒川区学校教育ビジョンにおきまして

も、教員が子どもと向き合う時間を確保することを項目の一つとして新設し、取組を進めておりま

す。 

教育委員会では、昨年度に引き続き、学校における働き方を踏まえ、令和３年度の荒川区立小・

中学校等において、教職員が職務に積極的に取り組み、よりよい教育の実現ができるよう教職員の

負担を軽減するために、荒川区教育委員会「教育活動休止日」を設定することといたしました。 

保護者の皆さまにおかれましては、何卒、本取組の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 【お問い合わせ】 荒川区教育委員会事務局指導室  

電話０３－３８０２－３１１１ 

内線３３８５         

区立第三中学校       

副校長 中島 成男      

電話０３－３８０１―５８０８ 

【教育活動休止日の設定】 

○ 設定期間：令和３年８月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木）、１３日（金）の４日間 

○ 実施内容：区立学校（園）において教育活動（部活動、学校での補充学習教室等）を行い

ません。 

※大会等の都合で、学校によっては部活動を行うことがありますが、その場 

合は、別に４日間の振替日を設けます。 

○ その他：各学校での「にこにこすくーる」「学童クラブ」は実施をいたします。 

【ご協力のお願い】 

 ○ 教育活動休止日の４日間につきましては、今回の取組の趣旨をご理解いただき、緊急以外

は、学校へのご連絡を控えていただきますよう、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

 ○ 緊急のご連絡につきまして、学校の電話がつながらない場合は、下記、荒川区教育委員会事

務局指導室においてご用件を承ります。 


